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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、次の企業理念を定め、我が国市場の中核インフラとしての社会的使命を果たすことを目指しています。

＜企業理念＞

私たちは、公共性及び信頼性の確保、利便性・効率性及び透明性の高い市場基盤の構築並びに創造的かつ魅力的なサービスの提供により、市
場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献します。

私たちは、これらを通じて、投資者を始めとする市場利用者の支持及び信頼の増大が図られ、その結果として、利益がもたらされるものと考えま
す。

当社は、当社の企業理念に沿った経営を実践するためには、ステークホルダーによる当社の企業理念・企業活動への理解が重要と考えていま
す。したがって、当社は、ステークホルダーが当社を理解し、当社への信頼性を高めることができるよう、以下の4つの観点から、コーポレート・ガバ
ナンスに関する基本的な考え方を定めています。

(1) 企業理念・社会的使命

当社グループが運営する市場は、公共の財産であり、当社の社会的使命は、その持続的発展を図ることにあります。

(2) 市場運営

当社グループは、その開設する市場に対する支持と信頼こそが、投資者を始めとするすべての市場利用者に共通する利益であり、その維持・向
上こそが市場の持続的発展の基礎であるという考え方で市場を運営します。

(3) 企業価値向上

当社が、市場の持続的発展を図るに当たっては、株主を始めとする多様なステークホルダーの期待に応え続けることが必要であり、それによっ
て、当社の中長期的な企業価値の向上を実現します。

(4) コーポレート・ガバナンスの実効性

当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を
図っていきます。

当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と
独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ
バナンスを適切に構築する方針です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4．政策保有株式】

上場会社の発行する株式に関して、政策保有株式は保有していません。

【原則1－7．関連当事者間の取引】

当社は、取締役及び執行役との関連当事者取引の適正性を確保するため、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、会社
法及び当社取締役会規則に基づき、あらかじめ重要な事実を取締役会に開示したうえで、取締役会の承認を受けることとしています。

また、当社又は当社子会社と主要株主との間で関連当事者取引（当該主要株主が取引参加者や上場会社等の市場利用者であって、当社子会社
が予め定めた基準に基づき、当社子会社に対して支払が発生する場合を除きます。）が発生する場合には、金額の重要性を勘案のうえ、取締役
会等で取引条件等の合理性や妥当性を協議し承認を受けることとしています。

取締役会において承認を受けた取引については、事後定期的に取締役会に報告することとし、会社や株主共同の利益を害するような取引でない
ことを確認することとしています。

さらに、定期的に関連当事者と当社との取引の有無について確認することとしています。

【補充原則2－4－1．中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループでは、持続的な企業価値の向上を図るための最も重要な資本の一つとして「人材」を位置づけ、企業行動憲章において「人権尊重お
よび差別禁止」を基本ポリシーとして定めたうえで、多様なバックグラウンドを持つ社員一人一人がその能力を最大限発揮できる環境を整備してい
ます。



具体的には、人事部内に「ダイバーシティ推進グループ」を設置し、仕事と育児・介護等との両立が必要となる社員を対象とした制度を拡充したほ
か、柔軟な働き方が可能となる制度（フレックスタイム制度、在宅勤務制度）を整備しました。また、「JPX健康経営ウェルネス推進宣言」を社内外に
公表するとともに、2023年度からは人事部内に「ウェルネス推進グループ」を設置しており、こういった様々な体制整備や施策の検討・実施等をと
おして、社員の心身の健康保持・増進に取り組んでいます。

加えて、当社グループでは、性別、国籍、新卒採用や中途採用等のバックグラウンドに関わりなく、OJT、各種研修、様々な業務経験機会の提供を
通じて社員の能力伸長や適性発見を図り、能力のある人材を適正に中核人材に登用していくことで、社員エンゲージメントを高め、生産性の向
上、新しい価値（イノベーション）の創出、強固な組織基盤の構築を目指しています。

女性社員については、出産・育児等のライフイベントに伴い、キャリアのブランク期間が発生しやすいことから、特に会社のサポートが重要であると
考えています。そのため、積極的な採用を継続するとともに、育児期の女性が働きやすい環境を整えるための各種施策を実施し、女性管理職の
登用にも注力しています。

また、男性の育児参画が増えていくことにより女性も活躍できるという考え方に基づき、男性社員の育児支援制度の利用も積極的に推奨すること
で、性別に関係なく、キャリアアップができる環境作りを推進しています。

これらの取組みの結果、着実に女性管理職は増加し、2026年４月時点の女性管理職は79人、女性管理職比率は13.0％となりました。なお、管理
職手前の役職（調査役）に占める女性社員の比率は31.3%と、管理職にステップアップする女性社員は今後も増加する見込みです。加えて、当社グ
ループでは、役員や部長に登用する人材の候補を増やすため、非管理職社員の指導・育成にあたる女性管理職を2025年４月の53人から３年間で
30人以上増加させるという目標を掲げており、2026年４月時点では72人となっています。

また、2026年４月時点で、外国人社員の比率は1.1％、外国人管理職の比率は1.2％となっており、中途採用社員の比率は32.1％、中途採用社員
管理職の比率は29.2％となっています。

引き続き、国籍に関わらず、法律・会計・金融・ITなどの業務経験を持つ人材を中心に、アルムナイ採用等の様々なチャネルも活用しつつ積極的な
中途採用を実施していくとともに、外国人については業務経験のない新卒採用も行い、優秀な人材を登用していくことで、外国人管理職および中
途採用管理職数の維持・向上に努めていく方針です。

（参考）当社グループにおける女性社員・外国人社員・中途採用者の登用状況（2026年４月）

　　　　　　　　　　　 全体　　　 女性社員　　　外国人社員　　中途採用者

従業員数　　　　　　　1,306名　 　　416名　　　　　15名　　 　　419名

　　　　　　　　　　　（100％）　 （31.9％） 　 　（1.1％）　　（32.1％）

管理職　　　　　　　　　607名　　　　79名　　　　　7名　 　　　177名

　　　　　　　　　　　（100％）　 （13.0％）　　　 （1.2％）　　（29.2％）

※ 人的資本に関する個別の施策及び各種のデータについては、当社及び中核子会社を対象としています。

なお、当社グループの取組みの詳細については、有価証券報告書、JPXウェブサイト「全ての社員の活躍に向けて」及びJPXレポート（統合報告
書）で情報開示を行っています。当該ページは、以下をご覧ください。

【有価証券報告書（2025年度）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/securities-reports/index.html

【JPXウェブサイト「全ての社員の活躍に向けて」】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/jpx-esg/employee/index.html

【JPXレポート2025（統合報告書）（P.37～38、P.65～68）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/integrated-report/index.html

【原則2－6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の運用におけるアセットオーナーとしてのスチュワードシップ責任を適切に果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本
版スチュワードシップ・コード≫を受け入れることを表明しています。当社は企業理念において「市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に
貢献すること」を掲げていますが、スチュワードシップ活動においても、アセットオーナーである当社が主体的にスチュワードシップ責任を果たして
いくことがその実現に繋がっていくものと考えています。当社企業年金は、企業年金の受益者の最善の利益を勘案しつつ誠実かつ公正に業務を
遂行するため、運用力の向上や人材育成等の取組を推進するとともに、アセットオーナーの立場として、投資先企業の企業価値向上や持続的成
長を促し、企業年金の受益者に対する受託者責任を果たしてまいります。

なお、当社は規約型の確定給付型企業年金を実施しており、また、企業年金の運用においては、自ら直接には株式の運用を行わず運用機関を通
じて株式の保有を行なっていることから、運用機関に対しスチュワードシップ活動を求めるとともに、運用機関が実施するスチュワードシップ活動に
対する評価やモニタリングをとおして、スチュワードシップ活動が実質的なものとなるよう取り組んでまいります。

スチュワードシップ・コード受入れ表明に関する詳細については、当社HPに掲載していますので、そちらをご参照ください。

【スチュワードシップ責任を果たすための方針】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/governance/stewardship/index.html

【原則3－1．情報開示の充実】

（i）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

＜会社の目指すところ（経営理念等）＞

上記「Ｉ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載のとおりで

す。

＜経営戦略、経営計画＞

当社は、2025年３月26日に中期経営計画2027（2025年度－2027年度）を公表しており、その後2026年４月28日にアップデートしています。

【中期経営計画】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/management/mid-business-plan/index.html

中期経営計画2027においては、安定的な市場運営のための財務の安全性と株主還元のバランスを取りつつ、継続的な投資により、市場の持続
的な発展・進化を支えることを資本政策の基本方針としています。こうした方針の下、市況にかかわらず資本コストを上回る資本収益性を中長期
的に維持するとともに、中長期的な企業価値の向上と適切な株主還元を目指します。

（ii）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

上記「Ｉ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載のとおりで

す。



（iii）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書II.1.「取締役・執行役報酬関係」をご参照ください。

（iv）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・執行役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

＜取締役及び執行役の選解任を行うに当たっての手続＞

当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の役員人事に関する透明性・適時性・客観性を確保することを目的とした法定の「指名委員会」を設
置しています。

指名委員会は過半数の独立社外取締役で構成され、委員長を独立社外取締役としています。同委員会にて取締役・代表執行役・子会社代表者
等の候補者選任及び解任に関して十分な審議を行ったうえで、取締役の選解任に関しては株主総会に付議し、執行役の選解任に関しては取締
役会で決定することとしています。

＜取締役候補者の選任又は取締役の解任に当たっての方針＞

当社指名委員会は、取締役候補者の選任を検討するに当たり、以下を基本方針としており、これを踏まえて取締役候補者の選任を株主総会に付
議します。

(1) 以下のイからホまでのいずれかに関する経験、知見又は専門知識を有していること

　　　　イ　企業の経営者としての経験

　　　　ロ　当社の事業に関する知見（金融、テクノロジー等）

　　　　ハ　会計、財務又は会計監査に関する専門知識

　　　　ニ　法律又はリスク管理に関する専門知識

　　　　ホ　高度な学識経験又は政府機関等に関する知見

(2) 取締役として当社の業務に関し公正な判断のできる人格、識見を有していること

(3) 取締役としての職務を遂行するに当たり健康上の支障がないこと

また、取締役が上述の基準を満たさなくなった場合のほか、職務執行に不正・重大な法令違反又は定款違反等があった場合に、当該取締役の解
任議案の株主総会への付議について検討することとします。

なお、当社は、多様な分野の専門家（企業経営経験者、法律専門家、公認会計士、学識経験者、行政機関出身者等）が独立社外取締役となり、
取締役会等において、それぞれの専門的知識や経験等を踏まえて議論することにより経営理念の実現を目指す体制をとっています。

当社の独立社外取締役候補者に係る独立性の判断基準は「定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」に記載していると
おりです。

【定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/meeting/index.html

＜執行役を選解任するに当たっての方針＞

当社指名委員会は、執行役候補者の選任を検討するに当たり、以下の４点を基本方針とし、これを踏まえて執行役候補者の選任を取締役会に提
案し、取締役会はこの提案を踏まえて執行役を選任します。

　(1) 当社の業務に関する専門知識を有し、経営判断能力及び経営執行能力にすぐれていること

　(2) 指導力、決断力、先見性及び企画力にすぐれていること

　(3) 執行役としてふさわしい人格、識見を有すること

　(4) 執行役としての職務を遂行するに当たり健康上の支障がないこと

とりわけ、代表執行役グループCEOについては、以下の人物イメージに照らして、最も適当な人物を選任します。

　(1) 当社の企業理念を尊重し、企業理念に基づく経営を高いレベルで実践できる人物

　(2) 当社グループが運営する市場に関係ある人々から広く支持と信頼を得られる人格と識見と行動力を有する人物

　(3) グローバルな視点を有し、かつ、日本社会・経済への造詣も深く、当社グループが運営する市場を熟知し、市場利用者や市場制度等をリード

していくことができる人物

また、執行役又は代表執行役グループCEOが上述の基準を満たさなくなった場合のほか、職務執行に不正・重大な法令違反又は定款違反等が
あった場合に、当該執行役等の解任に係る取締役会への提案について検討することとします。

なお、当社指名委員会は、取締役会と連携しながら、代表執行役グループCEOの育成を含めた後継者の計画（プランニング）について、より適切
なものとなるよう今後も継続的に検討を行う方針です。

（v）取締役会が上記（iv）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・執行役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明

前記の指名方針に基づき、当社指名委員会が、社外取締役10名について、取締役として選任した理由は、後述「II 経営上の意思決定、執行及び

監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「１．機関構成・組織運営等に係る事項」【社外取締役に関する事項】会
社との関係（２）に記載のとおりです。また、社外取締役以外の当社取締役及び当社執行役の個々の選任理由については、「定時株主総会招集ご
通知」に記載しているとおりです。

【定時株主総会招集ご通知】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/meeting/index.html

【補充原則3－1－3．サステナビリティについての取組み、人的資本・知的財産への投資等】

＜サステナビリティについての取組み＞

当社グループは、企業理念で掲げる「市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献」に向け、我々を取り巻く環境や社会課題、それらと
の関係に目を向け、企業価値の向上につながる取組みを進めることが重要な経営課題の一つであると認識し、経営方針を定め、経営計画等を策
定しています。

公共性・信頼性を備えた利便性・効率性及び透明性が高い市場と魅力的なサービスを提供するという当社グループのビジネスモデルを踏まえる
と、市場メカニズムを活用した取組みを進めていくことが肝要と考え、長期ビジョンの実現に向けて、中期経営計画2027では、サステナビリティの観
点からの重点領域を「国民の安定的な資産形成」、「安定的な市場運営」、「サステナブルファイナンスの推進」、「気候変動への対応」、「人的資本
経営の推進」、「サイバーセキュリティへの対応」とし、各種取組みを進めています。

サステナビリティに関する取組みの詳細については、有価証券報告書、JPXウェブサイト「サステナビリティ」及びJPXレポート（統合報告書）をご参
照ください。



【有価証券報告書（2025年度）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/securities-reports/index.html

【JPXウェブサイト「サステナビリティ」】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/index.html

【JPXレポート2025（統合報告書）（P.33～36、P.63～64）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/integrated-report/index.html

サステナビリティの観点からの重点領域のひとつである「気候変動への対応」について、当社は、気候変動がリスクと機会の両面から当社の持続
的な成長に影響を及ぼす可能性があることを認識し、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に沿った情報開示を進めるとともに、
シナリオ分析を含む提言内容を気候変動関連リスク・機会への対応を進める際の指針として活用することで、レジリエンスと持続的な成長性の向
上に努めています。詳細については、有価証券報告書、JPXウェブサイト「環境に関する情報（TCFD開示／移行計画）」及びJPXレポート（統合報
告書）をご参照ください。

【有価証券報告書（2025年度）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/securities-reports/index.html

【JPXウェブサイト「環境に関する情報（TCFD開示／移行計画）」】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/jpx-esg/environment/01.html

【JPXレポート2025（統合報告書）（P.33～36、P.63～64）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/integrated-report/index.html

また、当社は、人権方針を策定し、当社グループの全ての役員・従業員等に適用するほか、全てのビジネスパートナーに対して方針の支持・尊重
を求め、協働して人権の尊重に取り組んでいます。

【JPXグループ人権方針】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/jpx-esg/humanrights/index.html

＜人的資本への投資等＞

当社グループは、企業価値の持続的な向上のためには、「人材」は最も重要な資本の一つと考えており、社員一人一人がその能力を最大限発揮
できるよう、社員が自らの意思で積極的に専門的な知識を学び最新の情報を吸収し、広い視野や自由な発想力を獲得するための環境整備を行っ
ています。

人的資本への投資等については、有価証券報告書、JPXウェブサイト「全ての社員の活躍に向けて」及びJPXレポート（統合報告書）もご参照くださ
い。

【有価証券報告書（2025年度）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/securities-reports/index.html

【JPXウェブサイト「全ての社員の活躍に向けて」】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/jpx-esg/employee/index.html

【JPXレポート2025（統合報告書）（P.37～38、P.65～68）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/integrated-report/index.html

＜知的財産への投資等＞

当社グループは、企業行動憲章において当社グループの知的財産の保護と他人や他社の知的財産権の尊重を定めており、これに従い、特許や
商標などの知的財産権の積極的な登録を行っています。

また、技術革新やパートナーシップも活用したデータ・インデックスサービスの多様化や、ITシステム基盤の強化・DX推進など知的財産への投資等
を進めています。これは、①公正性・透明性・中立性の高いインデックスサービスや、多様化・高度化するステークホルダーのニーズに応えるデー
タサービスの利活用機会を提供していくこと 及び ②当社グループにおける競争力の源泉であるITを活用し、信頼性・利便性の高い市場の構築や

サービスの提供を推進することが、将来の社会・事業環境変化に対応しながら企業価値を発揮していくための基盤として、当社グループの価値創
造につながると考えられるためです。

知的財産への投資等については、JPXレポート（統合報告書）もご参照ください。

【JPXレポート2025（統合報告書）（P.21～22）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/integrated-report/index.html

【補充原則4－1－1．経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】

当社は、指名委員会等設置会社であることから、当社の取締役会は、迅速かつ機動的な意思決定及び業務執行者に対する監督機能の強化を目
的として、経営の基本方針や執行役の選任等、法令上取締役会の専決事項とされている事項の決定を中心に行い、その他の業務執行の決定に
ついては、代表執行役グループCEO以下の執行役に委任することとしています。

【原則4－8．独立社外取締役の有効な活用】

現在、当社取締役12名のうち社外取締役は10名であり、10名全員について当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準を充足しているもの
と判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ています。

また、取締役会議長は独立社外取締役が務めているほか、取締役会の議案の選定に際して監督側の観点から必要な議案を取り上げ、業務執行
側に監督側への十分な情報提供を促したうえで取締役会での必要な審議時間を確保するなど、取締役会において実質的な議論が行われるため
の環境を整え、取締役会の監督機能の実効性を高めています。

【補充原則4－8－1．独立社外取締役による情報交換・認識共有】

【補充原則4－8－2．独立社外取締役による連絡・連携体制の整備】

当社は、経営の監視・監督機能を強化するとともに、効率的な経営を実現するため、指名委員会等設置会社形態を採用しており、独立社外取締
役10名を選任しています。

当社の独立社外取締役は、取締役会及びその他の会議において、活発に意見交換を行っており、当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能
していると認識しています。

また、当社の独立社外取締役が、情報交換や認識共有を図ることで、経営の監視・監督機能をより発揮するとともに、取締役会を更に活性化させ
ることを目的として、非常勤独立社外取締役のみによる会議体「独立社外取締役委員会」を2016年３月に設置しています。同委員会は、毎年度２
回以上開催しています。

同委員会は、委員長を選任し、同委員長は、委員会の招集及び議事進行を行います。また、同委員長は、必要に応じて、経営陣に対して委員会
への出席を求めるほか、委員会での議事内容を取締役会議長や代表執行役グループCEO以下の経営陣にフィードバックし、円滑なコミュニケー



ションを図ることとしています。

【原則4－9．独立社外取締役の独立性判断基準】

当社の独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、「定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」に記載していると
おりです。

【定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/meeting/index.html

【補充原則4－11－1．取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続の開示】

当社は、多様なステークホルダーからの意見を経営や市場運営に反映するために、専門知識や経験が異なる多様な取締役を選任することとし、
取締役の過半数を独立社外取締役とするとともに、30％以上を女性取締役とするよう努めることを基本方針としています。

また、取締役会として、経営監視・監督機能を十分に発揮するとともに、適切かつ効率的な運営を行う観点から、現在、当社取締役会は、女性４名
を含む12名で構成されており、そのうち10名が独立社外取締役となっています。

また、当社の経営戦略や我が国市場の中核インフラとしての当社の事業特性を踏まえ、企業の経営者としての経験、当社の事業に関する知見
（金融、テクノロジー等）、財務会計又は監査に関する専門知識、法律又はリスク管理に関する専門知識、高度な学識経験又は政府機関等に関す
る知見について、当社の取締役に求められる専門性として特定しています。

それぞれの分野で高い見識を認められる人材の招聘などにより、当社取締役会の体制の充実を図っています。

当社取締役12名の詳細につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に記載しているとおりです。

【定時株主総会招集ご通知】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/meeting/index.html

【補充原則4－11－2．独立社外取締役の兼任状況】

独立社外取締役の「重要な兼職の状況」につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に記載しているとおりです。

【定時株主総会招集ご通知】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/meeting/index.html

【補充原則4－11－3．取締役会の実効性に関する分析・評価・結果の概要の開示】

＜評価プロセス＞

当社取締役会では、年次プロセスとして、取締役会及び指名委員会・報酬委員会・監査委員会（以下、「取締役会等」という。）の実効性に関する分
析・評価のサイクルを実施することとしています。実施に際しては、その評価の客観性や透明性を高める観点から、独立社外取締役委員会を活用
し、社外取締役からの意見を積極的に取り入れながらガバナンス向上を図ることとしています。

2023年度の取締役会等の実効性に関する分析・評価においては、取締役会事務局にて全取締役に対してアンケートを実施し、その評価内容及び
評価を受けて経営陣等で検討した改善策について、独立社外取締役委員会において第一次評価を実施しました。同委員会では、第一次評価を実
施するに当たって、経営陣等から提示された改善策について、追加的に検討するべき点を中心に議論がなされました。

また、同委員会において、2023年度の取締役会等に係る実効性に関する評価を受けての改善策の進捗状況についてレビューを実施しました。

同委員会での第一次評価及びレビューの結果については、独立社外取締役委員会委員長から、取締役会議長及び代表執行役グループCEOに
直接フィードバックされ、当該結果を踏まえて、経営陣等は改善策を再検討しました。

その後、取締役会において、評価内容及び経営陣等から提示された改善策の再検討案について議論したうえで、取締役会としての評価内容等を
決定しました。

＜アンケート内容＞

アンケートは主に以下の観点から実施しました（※は、指名委員会・報酬委員会・監査委員会についても同様の観点からアンケートを実施）。

取締役の構成※、取締役会に出席するに当たっての準備やサポート体制※、取締役会の運営※、取締役会における議論等の有効性※、取締役
と執行役等とのコミュニケーション、取締役へのトレーニング、リスクマネジメント及びコンプライアンスの体制、経営戦略等に関する議論の適切
性、利益相反取引の監督の適切性、ステークホルダーからの期待要求事項に対する監督

＜実効性の分析・評価結果・改善策の概要＞

１．2023年度の取締役会等に係る実効性評価を受けての改善策の進捗状況

2025年７月に開催された独立社外取締役委員会において、2024年度の取締役会等に係る実効性評価を受けての改善策についてレビューを実施
したところ、対応すべき事項は全て適切に対応されている旨の評価を受けました。

（2023年度の取締役会等に係る実効性評価の結果については、2025年６月20日に更新いたしました「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を
ご覧ください。）

【コーポレート・ガバナンスに関する報告書（2025年６月20日更新）】

　https://www2.jpx.co.jp/disc/86970/140120250613590100.pdf

２．2024年度の取締役会等に係る実効性評価の結果及びそれを受けての改善策

アンケートの結果、2023年度に引き続き、取締役会等の実効性は高い水準を維持していることが確認されました。一方で、取締役会等に関する意
見として、以下の観点から指摘がありました。

(1) 社内取締役・社外取締役への事前説明

・取締役会上程前の執行役会で出た主要な意見や反対意見、事前説明の場で各社外取締役から出た質問及びそれに対する回答を、取締役会当
日に共有することが望ましい。

・取締役会報告事項のうち、法定三委員会に関する案件についても、社外取締役に対して事前に説明されることが望ましい。

(2) 社内取締役・社外取締役に対する情報提供体制について

・取締役会資料等が格納されているデータサーバーが社外取締役にも提供されることが望ましい。

・出席ができない勉強会の講座等に関して、事後にドキュメントを配布する、あるいはWeb配信を行うことが望ましい。

・取締役会以外の場で、他の取締役や執行役、会社関係者との交流の機会をさらに増やしていくことが望ましい。

・独立社外取締役委員会を、社外取締役が提案するテーマで自由な議論を行う場としても活用していくことが望ましい。

(3)マルチステークホルダー（株主・投資家、上場会社、市場参加者、規制当局等）からの期待要求事項に対する監督について

・上場会社、市場参加者、規制当局の期待・要求事項に関する報告の頻度と情報量をともに増やしていくことが望ましい。

・当社施策に対する各ステークホルダーの立場に関する理解を深める機会を増やしていくことが望ましい。



(4)その他

・M&Aなどの出資案件に関する事前の議論、事後のモニタリングについて増やしていくことが望ましい。

・今回社内取締役の人数を減らしたが、取締役全体としての最適な員数について引き続き議論することが必要。

これらの指摘を受けて、当社経営陣等は、改善策を検討し、取締役会において、改善策を適切に実施する旨を確認いたしました。

【補充原則4－14－2．取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】

＜社外取締役に対するトレーニングの方針＞

当社の社外取締役は、企業経営経験者、法律専門家、公認会計士、学識経験者、行政機関出身者であり、それぞれの専門分野や経験等により、
経営やコーポレート・ガバナンスに関する知識は十分に有しています。

そのため、社外取締役に対しては、当社グループの業務に対する理解を深めることを中心にトレーニングを実施しており、就任時において、規則
集やパンフレット等を用いて、全社業務、関連法規、制度等の説明を実施しています。また、社内・データセンターの視察会等を実施しています。

就任後も定期的に事業や財務の状況について報告するとともに、必要に応じて制度等の改正内容について情報提供を行うことにより、知識のアッ
プデートを図り、社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるようにしています。

取引所業務が複雑化していることを踏まえ、2015年より、取締役が、取引所業務に関する知識や情報をアップデートしながら議論をするための研
修会や、世界金融情勢、リスク管理、フィンテック等をテーマとした外部専門家を交えた意見交換会を実施しています。また、2019年より、社外取締
役が受講を希望する外部セミナーのうち、職務上必要なテーマに関するものについてはその受講費用を当社が一定程度負担することとしていま
す。

＜執行役に対するトレーニングの方針＞

当社グループの執行役・執行役員については、業務執行に必要な専門知識のアップデートをサポートするため、勉強会や講演会等の社外取締役
に対するトレーニングについて、適宜参加の機会を設けています。

【原則5－1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、公正かつ透明で使い勝手の良い市場の発展を図ることを通じて、当社の企業価値が持続的に向上することを目指しています。この実現
には多様なステークホルダーの声に耳を傾けることが重要であり、株主・投資家と対話を積極的に行い、長期的な信頼関係を確保していきたいと
考えています。

株主・投資家との対話については、IR担当執行役が統括します。また、実際の面談については、面談目的に応じて、代表執行役グループCEO、取
締役、執行役、IR担当部門のいずれかが適宜対応します。

対話の実効性を高めるため、IR担当部門が中心となり、財務部、総合企画部、総務部等のコーポレート部門のほか、子会社である金融商品取引
所を始めとしたグループ全体各部門を含めて密接な情報連携を図ります。

建設的な対話の前提として、以下のような取組みを行います。

　・当社への中長期的な視点での理解を深めるためのJPXレポート（統合報告書）の発行

　・個人投資家向け説明会の実施

　・機関投資家向け決算説明会、中期経営計画説明会、事業説明会（JPX Investor Day）、機関投資家訪問の実施

　・決算・会社説明会資料等のJPXウェブサイトでの提供

　・業務関連統計としての市場情報のJPXウェブサイト等での提供

対話を通じて得られた知見等について、経営判断に役立てるよう経営陣及び取締役会に定期的に報告します。

会社情報の開示は、別途制定している「ディスクロージャー・ポリシー」に則り、迅速性、正確性及び公平性を旨として行います。特にインサイダー
取引規制に抵触する行為は、金融商品市場全体の信頼性を著しく損なうことを強く認識し、情報漏えい等が生じないよう情報管理を徹底します。

【ディスクロージャー・ポリシー】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/disclosure-policy/index.html

【株主との対話の実施状況等】

株主との対話の実施状況等については、JPXウェブサイト「株主との対話」に記載していますので、ご参照ください。

【株主との対話】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/dialogue/index.html

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年4月28日

該当項目に関する説明

当社グループは、安定的な市場運営のための財務の安全性と株主還元のバランスを取りつつ、継続的な投資により、市場の持続的な発展・進化
を支えることを資本政策の基本方針としています。こうした方針の下、市況にかかわらず資本コストを上回る資本収益性を中長期的に維持するこ
とを目指しています。

2026年4月に公表した中期経営計画2027 2026年度アップデートにおいては、財務目標を3期連続「ROE 20.0%以上」と定めています。日本株市場

の更なる魅力向上に加えて、金利関連を中心に各種デリバティブ商品について市場拡大を図ると共に、市況の影響を受けにくい市場関連サービ
ス等について出資や外部との協業等も活用しながら付加価値を高めることで、収益源の拡大・安定化を図ってまいります。

当社グループの資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた具体的な対応については、「2025年度通期決算の概要」に記載していますの
で、ご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/ir-library/financial-info/J_EM_JPX_Q4FY2025.pdf



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 175,830,900 17.04

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 56,970,300 5.52

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００１ 26,685,763 2.59

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５３０１ 17,838,928 1.73

ＪＰモルガン証券株式会社 15,316,973 1.48

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５７８１ 15,139,442 1.47

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 15,114,000 1.46

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３ 14,996,165 1.45

ＨＳＢＣ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ－ＴＲＥＡＳＵＲＹ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　Ａ／Ｃ　ＡＳＩＡＮ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ　ＤＥＲＩＶＡ
ＴＩＶＥＳ

14,484,498 1.40

Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＡＮＫ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　Ｓ．Ａ．　３８４５１３ 14,035,480 1.36

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

2026年３月31日現在において所有株式数を確認できない大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりです。

なお、大量保有報告書等が複数回提出されている場合は、最新の報告書の概要を記載しています。

　（1）2026年３月18日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ＪＰモルガン証券株式会社及びその共同保有者である７社が、2026年
３月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては、ＪＰモルガン証券株式会社を除き、2026年３月31日現在に
おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

・ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

　保有株券等の数　12,292,000株

　株券等保有割合　1.19％

・ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク　（Ｊ．Ｐ．　Ｍｏｒｇａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｃ．）

　保有株券等の数　25,431,415株

　株券等保有割合　2.46％

・ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド　（ＪＰＭｏｒｇａｎ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ａｓｉａ　Ｐａｃｉｆｉｃ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ）

　保有株券等の数　1,964,300株

　株券等保有割合　0.19％

・ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション

　保有株券等の数　2,380,644株

　株券等保有割合　0.23％

・ＪＰモルガン証券株式会社

　保有株券等の数　15,775,509株

　株券等保有割合　1.53％

・ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー　（Ｊ．Ｐ．　Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ｐｌｃ）

　保有株券等の数　6,232,983株

　株券等保有割合　0.60％

・ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー　（Ｊ．Ｐ．　Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＬＬＣ)

　保有株券等の数　1,140,445株

　株券等保有割合　0.11％

・ジェー・ピー・モルガン・エス・イー　（Ｊ．Ｐ．　Ｍｏｒｇａｎ　ＳＥ）

　保有株券等の数　5,619,822株

　株券等保有割合　0.54％



（８社合計）

　保有株券等の数　70,837,118株

　株券等保有割合　6.87％

（2） 2026年２月17日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及びその共同保有者であ

る４社が、2026年２月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を除き、2026年３
月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

・株式会社三菱ＵＦＪ銀行

　保有株券等の数　15,114,000株

　株券等保有割合　1.46％

・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　保有株券等の数　32,480,400株

　株券等保有割合　3.15％

・三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

　保有株券等の数　15,027,600株

　株券等保有割合　1.46％

・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

　保有株券等の数　4,556,895株

　株券等保有割合　0.44％

・ＭＵＦＧセキュリティーズ（カナダ）(ＭＵＦＧ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ｃａｎａｄａ），Ｌｔｄ．）

　保有株券等の数　4,560,133株

　株券等保有割合　0.44％

（５社合計）

　保有株券等の数　71,739,028株

　株券等保有割合　6.95％

（3） 2025年12月４日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者である３社が、2025年11月28

日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては、2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませ
んので、上記大株主の状況には含めていません。

・野村證券株式会社

　保有株券等の数　8,856,749株

　株券等保有割合　0.86％

・野村ホールディングス株式会社

　保有株券等の数　100株

　株券等保有割合　0％

・ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

　保有株券等の数　-8,450株

　株券等保有割合　0％

・野村アセットマネジメント株式会社

　保有株券等の数　55,804,500株

　株券等保有割合　5.41％

（４社合計）

　保有株券等の数　64,652,899株

　株券等保有割合　6.27％

（4） 2025年９月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である２社が、2025

年９月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては、2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認が
できませんので、上記大株主の状況には含めていません。

・三井住友信託銀行株式会社

　保有株券等の数　0株

　株券等保有割合　0％

・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

　保有株券等の数　32,694,700株

　株券等保有割合　3.13％

・アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

　保有株券等の数　27,458,300株

　株券等保有割合　2.63％

（３社合計）



　保有株券等の数　60,153,000株

　株券等保有割合　5.76％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3月

業種 その他金融業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、金融商品取引法上の「金融商品取引所持株会社」であり、内閣総理大臣の認可を受け、金融商品取引所等の適切な経営管理等を行っ
ています。

また、当社の子会社である金融商品取引所、商品取引所、自主規制法人及び清算機関は、金融商品取引法や商品先物取引法など関連法令に
基づき、免許等を得てその業務を行っており、定款変更に認可を要するなど、一定の規制に服しています。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 16 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 12名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 10名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

10名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

木下康司 他の会社の出身者 △

フィリップ・アヴリル 他の会社の出身者 △

大田弘子 学者

釡和明 他の会社の出身者 △

澤田純 他の会社の出身者 △

住田清芽 公認会計士

竹野康造 弁護士 △

田中弥生 学者

手代木功 他の会社の出身者 ○

松本光弘 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会

木下康司 　 　 　 ○

h：木下康司氏は、2023年６月まで㈱日本
政策投資銀行の代表取締役会長でありま
した。同社グループから当社グループに
対する１百万円未満の支払い（主にネット
ワーク使用料）が存在しますが、取引額が
僅少のため、独立性に影響を与えるおそ
れがないと判断しています。

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、企業経営及び行政機関における豊
富な経験と財政・金融・経済全般にわたる高い
見識を当社の経営に反映することができると判
断し、社外取締役に選任しています。また、当
社の「独立社外取締役の独立性判断基準」に
照らし、同氏を独立役員に指定しています。

フィリップ・
アヴリル

○ ○ 　 ○

h：フィリップ・アヴリル氏は、2022年11月ま
でＢＮＰパリバ銀行東京支店シニアアドバ
イザー及びＢＮＰパリバ証券㈱非常勤取
締役でありました。同社グループから当社
グループに対する約20億97百万円の支払
い（主に取引手数料）及び当社グループ
から同社グループに対する約95百万円の
支払い（主に清算預託金の運用により生
じた収益）が存在しますが、取引額の割合
が当社グループおよび同社グループの連
結売上高等の２％未満であることから、独
立性に影響を与えるおそれがないと判断
しています。

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、国内外の金融資本市場等に関す
る豊富な経験と高い見識、各国の金融機関及
び業界団体の要職を歴任された経験を当社の
経営に反映することができると判断し、社外取
締役に選任しています。また、当社の「独立社
外取締役の独立性判断基準」に照らし、同氏を
独立役員に指定しています。

大田弘子 　 ○ ○ ○ ―――

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、政府機関における豊富な経験と経
済・財政に関する高い見識を当社の経営に反
映することができると判断し、社外取締役に選
任しています。また、当社の「独立社外取締役
の独立性判断基準」に照らし、同氏を独立役員
に指定しています。

釡和明 　 ○ 　 ○

h：釡和明氏は㈱ＩＨＩの名誉顧問であり、同
社グループから当社グループに対する約
５百万円の支払い（主に上場料）が存在し
ますが、取引額が僅少のため、独立性に
影響を与えるおそれがないと判断していま
す。

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、企業経営及び財務・会計に関する
豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映す
ることができると判断し、社外取締役に選任し
ています。また、当社の「独立社外取締役の独
立性判断基準」に照らし、同氏を独立役員に指
定しています。



澤田純 ○ 　 　 ○

h：澤田純氏はＮＴＴ㈱の取締役会長であ
り、同社グループから当社グループに対
する約21百万円の支払い（主に上場料）
及び当社グループから同社グループに対
する約21億79百万円の支払い（主にシス
テム関連費用）が存在しますが、いずれも
取引額の割合が当社グループおよび同社
グループの連結売上高等の２％未満であ
ることから、独立性に影響を与えるおそれ
がないと判断しています。また、同氏は一
般社団法人京都哲学研究所の共同代表
理事であり、当社グループから同社団法
人に対する約２百万円の支払い（会員費）
が存在しますが、取引額が僅少のため、
独立性に影響を与えるおそれがないと判
断しています。

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、企業経営及び通信産業に関する
豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映す
ることができると判断し、社外取締役に選任し
ています。また、当社の「独立社外取締役の独
立性判断基準」に照らし、同氏を独立役員に指
定しています。

住田清芽 　 　 ○ ○ ―――

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、財務・会計の専門家としての立場
から会計及び監査に関する高い見識を当社の
経営に反映することができると判断し、社外取
締役に選任しています。また、当社の「独立社
外取締役の独立性判断基準」に照らし、同氏を
独立役員に指定しています。

竹野康造 ○ 　 　 ○

竹野康造氏は、2024年12月まで森・濱田
松本法律事務所のパートナーでありまし
た。同事務所から当社グループに対する
約１百万円の支払い（主にシステム利用
料）及び当社グループから同事務所に対
する約５百万円の支払い（主に法律相談
料）が存在しますが、取引額が僅少のた
め、独立性に影響を与えるおそれがない
と判断しています。なお、同事務所と当社
グループとの間で顧問契約はございませ
ん。

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、法律家としての専門的見地から企
業法務に関する高い見識を当社の経営に反映
することができると判断し、社外取締役に選任
しています。また、当社の「独立社外取締役の
独立性判断基準」に照らし、同氏を独立役員に
指定しています。

田中弥生 　 　 ○ ○ ―――

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、大学・教育機関等で培われた高い
専門知識、会計検査院や政府委員等での豊富
な経験と高い見識を当社の経営に反映するこ
とができると判断し、社外取締役に選任してい
ます。また、当社の「独立社外取締役の独立性
判断基準」に照らし、同氏を独立役員に指定し
ています。

手代木功 ○ ○ 　 ○

h：手代木功氏は塩野義製薬㈱の代表取
締役会長兼社長CEOであり、同社グルー
プから当社グループに対する約５百万円
の支払い（主に上場料）が存在しますが、
取引額が僅少のため、独立性に影響を与
えるおそれがないと判断しています。

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、企業経営に関する豊富な経験と高
い見識を当社の経営に反映することができると
判断し、社外取締役に選任しています。また、
当社の「独立社外取締役の独立性判断基準」
に照らし、同氏を独立役員に指定しています。

松本光弘 　 　 ○ ○ ―――

当社の企業理念及び社会的使命に深い理解を
有しており、警察機関における豊富な経験と高
い見識を当社の経営に反映することができると
判断し、社外取締役に選任しています。また、
当社の「独立社外取締役の独立性判断基準」
に照らし、同氏を独立役員に指定しています。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 5 0 1 4 社外取締役

報酬委員会 5 0 1 4 社外取締役

監査委員会 5 1 1 4 社外取締役

【執行役関係】



執行役の人数 6名

兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

山道 裕己 あり あり ○ ○ なし

横山 隆介 あり なし × × なし

青 克美 なし なし × × なし

川井 洋毅 なし なし × × なし

田倉 聡史 なし なし × × なし

吉田 正紀 なし なし × × なし

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助するため監査委員会室を設置し、室長以下８名の専属社員が所属（全員が子会社の監査役室を兼務。）。監査委員会
室に所属する社員の異動、人事考課、懲戒等について、あらかじめ監査委員会が指名した監査委員の同意を得ることとするほか、執行役が独立
性を阻害することのないよう留意することとしています。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しています。また、内部監査部門として、代表執行役グループCEO及びCOOのもと
で、内部監査室を設置しています。

監査委員会は、会計監査人と監査計画、監査結果等についての報告受領や定期的な情報交換を行い、効率的な監査の実施に努めることとして
います。具体的には次のような連携を行っています。

・会計監査人監査実施状況の中間報告や監査報酬案等についての会計監査人による説明（内部監査室も同席しています。）

・会社法の期末監査最終報告及び会計監査人監査報告書の受領

・会計監査人監査計画についての会計監査人による説明（内部監査室も同席しています。）

・期中レビュー結果（中間）及び年度監査進捗状況（第１四半期及び第３四半期）についての会計監査人による説明

・KAM（監査上の主要な検討事項）に係る会計監査人とのコミュニケーション

このほか、常勤監査委員は、会計監査人の筆頭業務執行社員と定期的に意見交換を実施しています。

また、監査委員会は、内部監査室との間で、定期的に内部監査の計画・実施状況について報告を受け、必要に応じて調査等を求めるなど、機動
的な連携を図ることとしています。具体的には次のような連携を行っています。

・内部監査計画についての内部監査室による説明（会計監査人も同席しています。）

・内部監査の結果についての内部監査室による説明

このほか、常勤監査委員は、監査委員会監査計画の策定に当たって、相互に認識の共有を図るほか、日常的に内部監査室との情報連携も行っ
ています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 10 名

その他独立役員に関する事項

当社は独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】



取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社の役員報酬のうち、賞与、株式報酬の業績連動部分及び中計達成度に係る金銭報酬が会社法施行規則の定める「業績連動報酬等」に該当
します。

各報酬の具体的な内容については、下記「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載していますのでご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

（個別の執行役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

・2025年度における役員報酬等の額は、取締役11名に対し総額262百万円、執行役５名に対し総額506百万円となります。

　※取締役と執行役の兼務者については、取締役としての報酬は支払っておりません。

・個別の執行役の報酬の開示状況は以下のとおりです。

　　＜氏名＞　＜連結報酬等の総額＞ （基本報酬）　（　賞与　）　（株式報酬）　（中計達成度）　

　 山道 裕己　　　199百万円　　 （ 60百万円　　 72百万円 　66百万円　　 -百万円 ）

　　岩永 守幸　　　156百万円　　 （ 54百万円　　 62百万円 　29百万円　　 10百万円 ）

　　横山 隆介　　　122百万円　　 （ 46百万円　　 52百万円 　24百万円　　 -百万円 ）

　　二木　聡　　　　121百万円　　 （ 46百万円　　 52百万円 　24百万円　　 -百万円 ）

　　小沼 泰之　　　114百万円　　 （ 39百万円　　 46百万円 　21百万円　　 7百万円 ）

　(注)1.連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しています。

2.執行役のうち、㈱東京証券取引所、㈱大阪取引所、㈱ＪＰＸ総研、㈱東京商品取引所及び㈱日本証券クリアリング機構のそれぞれの代表取締
役との兼務者については、当社から執行役としての報酬は支払っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員報酬は、以下の1）役員報酬の基本方針に基づき、a.基本報酬、b.年次インセンティブ（賞与）及びc.中長期インセンティブ（株式報酬・金
銭報酬）で構成されています。なお、執行役を兼務しない取締役に対しては、a.基本報酬のみを支給することとしています。

1）　役員報酬の基本方針

　　役員報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下の方針に従い決定します。

　・取締役及び執行役等の職責に応じたものであること

　・長期ビジョン及び経営計画の達成を動機付けるものであること

　・当社の企業理念を着実に実践するために必要な人材を確保するうえで、競争力が保たれていること

　・社会インフラとしての特性に鑑み、社会情勢に照らして適正なものであり、決定手続等の客観性・透明性が確保されていること

それぞれの報酬ごとの内容は以下のとおりです。

a.基本報酬

基本報酬は、各役員の業務執行や経営への参画の対価として、外部専門機関の調査等に基づく他社の役員報酬の水準を参照したうえで、役位・
職務内容に応じた額を決定しています。



b.年次インセンティブ（賞与）

年次インセンティブ（賞与）は、当期利益（連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益をいいます。以下同じ。）に比例させた額
を、執行役に対して支給します。当期利益は株主への配当原資や企業価値向上に向けた投資の源泉であること、事業年度ごとのインセンティブで
ある年次インセンティブ（賞与）の支給は当該事業年度に計上した当期利益に基づいて行うことが適当であることから、当期利益を指標としていま
す。このほか、各役員の事業年度ごとの成果を評価するため、個人別の業績評価に係る賞与を支給することとしています。

　なお、年次インセンティブ（賞与）については、連結ROEが株主資本コスト（CAPM）を下回る場合には支給しません。

c.中長期インセンティブ（株式報酬・金銭報酬）

中長期インセンティブ（株式報酬）は、株主との利害共有の強化や中長期的な企業価値向上に対する動機づけ及び業績と報酬との連動性の強化
を目的に、執行役に対して支給します。当社の株式報酬は、株式交付信託の仕組みを利用しており、「固定部分」と「業績連動部分」から構成され
ます。

「固定部分」は、各役員に対して事業年度ごとに役位等に応じてポイントを付与し、付与日から３年経過後に当該ポイントに相当する株式を交付し
ます。

「業績連動部分」は、各役員に対して事業年度ごとに業績連動基礎ポイントを付与し、付与日から３年経過後に当該業績連動基礎ポイントに業績
条件の達成度に応じた業績連動係数を乗じることにより業績連動ポイントを算定し、当該業績連動ポイントに相当する株式を交付します。業績連
動係数は、業績連動基礎ポイントの付与日から３年経過後時点における当社の連結ROEの水準及び当該ポイントの付与日の直前事業年度末か
ら３年経過後までの期間における当社株式の株主総利回り（TSR）の相対評価（JPX日経インデックス400（配当込み指数）の成長率との比較）に応
じて０％～150％の範囲で変動します。連結ROEは資本効率向上の観点から、株主総利回り（TSR）は株主価値向上の観点からそれぞれ指標とし
ています。

なお、当社では執行役規則に基づき、株式報酬等で取得した自社株式について、退任後1年を経過するまでの間、原則として、売却することはでき
ません。また、株式交付規程に基づき、株式報酬の交付対象役員に非違行為等があった場合において、株式等の交付前の場合には交付をとりや
めることとし、交付済の場合には役員に対して交付相当額の返還請求ができるものとしています。

中長期インセンティブ（金銭報酬）は、中期経営計画2027において定める連結ROEおよびサステナビリティ施策の達成度に応じて、執行役に対して
支給いたします。

連結ROEについては、当初、中期経営計画期間（3年間）のいずれかの年度において連結ROEが18％以上となった場合に支給額が最大となる設
計としていましたが、2025年度の連結ROEの実績および中期経営計画2027における財務目標の更新を踏まえ、「3期連続で連結ROEが20％以上
となった場合」に支給額が最大となる設計に変更しています。各執行役に対する支給額は、役位に応じて決定いたします。また、サステナビリティ
施策については中期経営計画2027の非財務コミットメントに基づき、エンゲージメント・サーベイ結果から得られる３つの指標値（ワークエンゲージ
メント、社員の成長、企業理念の浸透）等について目標値を達成した場合に支給額が最大となります。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対しては、総務部が補助をしています。

総務部は、取締役会に付議する議案の内容について、社外取締役に対して事前説明を行い、取締役会の議論が効果的に行われるよう努めてい
ます。加えて、監査委員である社外取締役に対しては、監査委員会室の専属社員が補助を行っています。監査委員会室は、監査委員に対し、監
査委員会に付議する議案の内容について事前説明を行うこととしています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

　当社では、新旧役員の業務引継ぎを円滑に行う観点から、顧問制度を設けています。

【制度の目的】新旧役員間で業務を円滑に引継ぐこと。

【改廃権限】指名委員会

【期間】３か月以内

【報酬】あり

　また、当社では、当社グループの業務に関する専門知識や経営者としての豊富な経験に基づく助言等を得る観点から、参与制度を設けていま
す。

【制度の目的】当社グループの業務に関する専門知識、経営者としての豊富な経験に基づく助言等を得ること。

【改廃権限】指名委員会

【期間】１年以内（再委嘱可）

【報酬】あり



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会

当社は、株主を始めとするステークホルダーに対するアカウンタビリティの確保が重要であると認識しており、経営の監視・監督機能と業務執行機
能を制度上明確に分離し、経営監視・監督機能の強化及び経営の透明性の向上を図ることが当社のコーポレート・ガバナンスの充実により資する
ものと考え、指名委員会等設置会社形態を採用しています。取締役会は、経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、経営の透明性及びア
カウンタビリティの向上を図り業務執行の妥当性を監督する機能を強化する観点から過半数を社外取締役で構成し、主に以下の監督を行ってい
ます。

①経営戦略

　取締役会は、中期経営計画を含む当社グループの経営戦略が、企業理念に基づき我が国市場の中核インフラとしての社会的使命を果たしつ
つ、企業価値の向上を目指していくことについて整合的なものであるかを監督しています。その実効性を高めるため、中期経営計画の事業年度ご
とのアップデートに係る議論、進捗状況のモニタリングを行うほか、代表執行役グループCEOや主要事業子会社の代表取締役社長と定期的に議
論を行っています。

②リスク管理

　取締役会は、当社グループが市場運営者としてその公共的な役割を果たし、企業価値を持続的に向上させるためには、堅実かつ安定的に業務
を運営する体制を維持することが必要不可欠であるとの認識のもと、リスク管理の状況を監督しています。その実効性を高めるため、社外取締役
を中心に構成されるリスクポリシー委員会が事業年度ごとにシステムリスクや事故・災害（BCP）リスクなどの重要リスクを特定し、その重要リスク
ごとの基本的な対応方針を「包括的リスク管理ステートメント」として取りまとめ、取締役会において決議しています。さらに、執行サイドに設置して
いるリスク管理委員会を通じた全社的なリスク管理状況について報告を受けています。

③ESG（サステナビリティ）

　取締役会は、当社グループにおけるESG課題への対応にとどまらず、上場会社や投資家といった当社グループのステークホルダーの取組みを
金融・資本市場の観点から後押ししていくことが、市場の持続的な発展と豊かな社会の実現に貢献するとの考えのもと、ESG（サステナビリティ）に
関する取組み状況を監督しています。具体的には、環境方針や人権方針を取締役会において決議し、それらに沿った対応状況や重要事項等につ
いて報告を受けています。

当社の取締役会は、女性４名を含む12名で構成しており、そのうち10名が社外取締役となっています。また、取締役会議長についても、社外取締
役が務めています。社外取締役10名の詳細は、【補充原則4－11－1．取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役
の選任に関する方針・手続の開示】に記載のとおりであり、それぞれの分野で高い見識を認められており、当社の経営に多面的な社外の視点を
積極的に取り入れることができる充実した体制となっています。

（２）指名・報酬・監査委員会

役員人事に関する透明性・適時性・客観性を確保することを目的とした指名委員会は、５名の取締役で構成され、うち４名を社外取締役としていま
す。指名委員会においては、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容の決定等を行います。

役員報酬に関する透明性・客観性を確保することを目的とした報酬委員会は、５名の取締役で構成され、うち４名を社外取締役としています。報酬
委員会においては、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。

監査機能を担う監査委員会は、５名の取締役で構成され、うち４名を社外取締役（非常勤であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
監査委員２名を含みます。）、１名を社内取締役（常勤）としています。監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査、監査報告の作成、
株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行います。

（詳細は、後述の（４）「監査委員会監査の状況」をご覧ください。）。

2025年度においては、指名委員会を９回、報酬委員会を３回、監査委員会を1３回開催しています。

各取締役の取締役会及び法定の各委員会への出席状況については、「定時株主総会招集ご通知」に記載しているとおりです。

【定時株主総会招集ご通知】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/shareholders/meeting/index.html

なお、当社の非常勤独立社外取締役が、情報交換や認識共有を図ることで、経営の監督機能をより発揮するとともに、取締役会を更に活性化さ
せることを目的として、非常勤独立社外取締役のみによる会議体「独立社外取締役委員会」を設置しており、2025年度は２回開催しています（詳細
は【補充原則4－8－2．独立社外取締役による連絡・連携体制の整備】をご覧ください。）。

（３）リスクポリシー委員会

リスクポリシー委員会は、取締役５名で構成され、うち４名を社外取締役としています。リスクポリシー委員会は、取締役会が当社グループのリスク
管理体制を監督することを補佐することにより、当社グループの適切なリスク管理体制の構築に資することを目的として、当社グループにおける適
切なリスク管理の構築、運営について協議を行い、取締役会に対してリスクに係る提言等を行うこととしています。提出日現在の委員は、以下のと
おりです。

松本光弘氏（委員長・社外取締役）、住田清芽氏（社外取締役）、竹野康造氏（社外取締役）、田中弥生氏（社外取締役）、山道裕己氏

リスクポリシー委員会は、原則として年２回以上開催することとしており、2025年度は２回開催され、全委員が出席しています。

また、監査委員会監査、内部監査及び会計監査の状況については、以下のとおりです。

（４）監査委員会監査の状況

監査に当たっては、監査委員会が決定した監査計画及び職務分担に基づき、内部監査室、会計監査人及び子会社の監査役（日本取引所自主規
制法人の監事を含みます。以下この（４）において同様です。）と密接な連携をとりつつ、内部統制システムの構築、運用状況を監視・検証すること
により、効率性にも配慮しています。

監査委員会委員長及び監査委員会の視点では、コーポレート・ガバナンスの実効性や内部統制システムの整備・運用状況の監査を前提としたう
えで、当社グループとして安定的な市場運営の確保や市場活性化に係る諸施策の推進が求められることを踏まえ、事業戦略及び事業環境におけ
る様々な経営上のリスクへの対応状況やレジリエンスを確保した取引システム等の開発及び運用状況の監査が重要と考えます。

こうした点を考慮したうえで、監査委員会は事業年度ごとに監査計画を策定し、監査を実施しています。2025年度の監査計画における重点監査項
目と監査委員会の活動状況は以下のとおりです。



①経済社会情勢の急変や不測の事態も見据えた安定的市場運営確保に向けた取組み

・BCPの実効性向上やサイバーセキュリティ対策の高度化に向けた取組状況、株式売買システム及び清算システムの安定稼働並びに継続的な
改善の状況及び市場運営に係る各種オペレーション訓練（BCP対応含む）によるレジリエンスの向上に向けた取組状況などを確認しました。

②金融・資本市場の中核インフラとしての積極的な役割の発揮や更なる成長に資する施策への取組み

・上場会社の企業価値向上の促進及び安心して投資できる環境の整備に向けた取組状況、エクイティデリバティブ市場や金利デリバティブ市場の
活性化に向けた取組状況、市場利用者の多様なニーズに応じた配信データの拡充や提供方法の多様化等の取組状況などを確認しました。

③グループの組織基盤の強化に向けた取組み

・人的資本経営の推進に向けた取組状況、AI等の先端技術を活用した業務の効率化等に向けた取組状況及びそのリスクマネジメントの状況、元
社員のインサイダー取引規制違反を踏まえた再発防止策の実施状況などを確認しました。

④上場会社としての企業価値向上に向けた経営の実践と積極的な情報発信・対話

・投資評価やプロジェクトモニタリングの実施状況、JPXグループの戦略や取組みに関する情報発信や対話の状況、サステナビリティ情報開示の
充実や保証への対応状況などを確認しました。

これら以外の活動状況としては、常勤監査委員は、取締役会、執行役会、リスク管理委員会など重要な会議への出席、主要なりん議書等の閲
覧、子会社の常勤監査役、会計監査人及び内部監査室との情報交換、社員へのヒアリングなどの日常的な監査業務を行うほか、子会社の常勤
監査役と定期的に連絡会を開催し、必要に応じて随時情報連携を行うなど、グループ内における綿密な情報収集や各種連携を図っています。ま
た、これらの業務の状況を監査委員会に報告します。

監査委員会は、常勤監査委員の報告のほか、代表執行役をはじめ、必要に応じて執行役、内部監査室長、会計監査人等から直接報告を受け、
監査委員それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かした審議が行われます。

なお、以上の監査委員会の活動状況は、適宜取締役会に報告を行っています。

（５）内部監査

当社の内部監査は、金融商品取引所という市場インフラを担う当社グループの企業理念を踏まえ、安定的な市場運営の確保、投資者保護及び企
業価値の持続的向上に資することを目的として実施しています。この目的のもと、内部統制システムの整備及び運用状況の確認、評価等を実施
し、業務の遂行状況を妥当性及び効率性の観点から監査することにより経営に資することを基本方針として、代表執行役グループCEO及びCOO
のもとで、内部監査室（10名）が所管して実施しています。

内部監査室は、当社及び当社の全ての子会社を監査の対象としており、また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評
価も実施しています。

内部監査の計画については、当社グループの中期経営計画の策定に併せて中期内部監査計画を策定しているほか、毎期、年度内部監査計画を
策定しています。年度内部監査計画は、事業年度開始前にリスクの評価、監査サイクル及び前回の監査結果等を考慮したうえで監査対象を選定
し、策定後、代表執行役グループCEO及びCOOの承認を得ています。なお、当社の内部監査は、当社グループが提供する市場インフラの重要性
や当社の社会的使命を鑑み、システムの安定的稼働に係るリスクや、情報管理を含む社内のコンプライアンスリスク等に重点を置いて実施してい
ます。

内部監査結果は、監査終了後に監査報告書を取りまとめ、四半期毎に代表執行役グループCEO及びCOOに報告しています。その後、内部監査
結果はリスク管理の所管部署が取りまとめ、リスク管理状況の報告の一つとして、取締役会へ報告を行っています。被監査部門に対しては、監査
の結果を通知するほか、改善を要する事項がある場合には改善を求め、必要に応じてフォローアップ監査を行うなど、改善策の実施・運用状況を
確認しています。

中期内部監査計画、年度内部監査計画及び内部監査結果については、監査委員会に対しても代表執行役グループCEO及びCOOに報告している
内容と同一のものを適時に直接報告しています。また、内部監査室は、会計監査人との間でも、監査計画や監査結果に係る情報交換を行うなど、
適宜、連携を図っています。

内部監査室長は、当社が設置するリスク管理委員会等の会議体にも陪席しリスク管理やリスクの発生状況の把握に努めています。これらのほ
か、当社の内部監査について第三者機関による品質評価を実施するなど、内部監査の品質の維持、向上に取り組んでいます。

（６）会計監査

当社の会計監査人には有限責任監査法人トーマツを選任しており、継続監査年数は2013年３月期以降の13年間です。会計監査業務を執行する
公認会計士は以下のとおりです。

・ 指定有限責任社員　業務執行社員　　飯塚智

・ 指定有限責任社員　業務執行社員　　男澤江利子

・ 指定有限責任社員　業務執行社員　　高島稔

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名及びその他36名です。

会計監査人と監査委員会との間では、会計監査人の監査計画や監査の実施状況等について、定期的に意見交換を行います。

また、監査委員会は、会計監査人の再任判断に係る評価プロセスの透明化・充実化を図る観点から、一定期間ごとに複数の監査法人と面談等の
うえ、比較評価を行うこととしています。

なお、当社は、非業務執行取締役11名との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任
限度額としています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、株主を始めとするステークホルダーに対するアカウンタビリティの確保が重要であると認識しており、経営の監視・監督機能と業務執行機
能を制度上明確に分離し、経営監視・監督機能の強化及び経営の透明性の向上を図ることが当社のコーポレート・ガバナンスの充実により資する
ものと考え、指名委員会等設置会社形態を採用しています。



また、取締役会は、経営の透明性及びアカウンタビリティの向上を図り、業務執行の妥当性を監督する機能を強化する観点から、過半数を社外取
締役で構成していることに加え、取締役会議長についても社外取締役が務めています。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
開催日の約３週間前を目途に招集通知を発送しています。また、開催日の約４週間前を
目途に招集通知をJPXウェブサイトに掲載しています。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日の約１週間前を目途に株主総会を開催しています。

電磁的方法による議決権の行使
株主名簿管理人の議決権行使サイトを通じて、電磁的方法による議決権行使が可能で
す。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

「機関投資家向け議決権行使プラットフォーム」の議決権行使サイトから議決権行使が可
能です。

招集通知（要約）の英文での提供
英語版の招集通知を作成し、「機関投資家向け議決権行使プラットフォーム」により海外
株主へ提供するとともに、JPXウェブサイトへ掲載することにより、議決権行使環境の向上
に努めています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
情報開示に対する基本的考え方をまとめた「ディスクロージャー・ポリシー」を
制定し、JPXウェブサイトにおいて公表しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向けの会社説明会等をオンライン形式を含め随時開催していま
す。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家を対象とした会社説明会をオンライン形式を含め実施し
ています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外投資家向けコンファレンスへの参加等、海外投資家向けIRをオンライン形
式を含め実施しています。

あり

IR資料のホームページ掲載

株主・投資家向けページを設け、決算短信、説明会の資料・動画、有価証券報
告書、中期経営計画、株主総会の招集通知・決議通知、プレスリリース等を掲
載しています。

【株主・投資家情報（IR）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/investor-relations/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置
担当執行役のもと、広報・IR部に専任担当者を置き、IRを推進しています。

IRに関するご照会は03-3666-1361または以下URLよりお問い合わせください。

https://form.jpx.co.jp/webapp/form/18913_lzbb_15/index.do

その他
JPXレポート（統合報告書）、決算補足説明資料等を作成し、わかりやすい情
報提供に努めています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、金融商品取引所持株会社として、子会社である金融商品取引所等の経営管理
等を通じて、効率的で使い勝手が良く、公正で信頼される市場を構築することで、社会か
らの信頼に応えるべく企業活動を行っています。当社の企業行動憲章は、こうした社会と
の調和を目指し、開かれた企業として果たすべき社会的責任を明らかにするために、企
業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観を定めており、当社は、本憲章の精神に従っ
て、良識ある公正かつ透明な企業活動を展開することで、これからも社会的使命を果たし
ていきます。今後とも当社の役員、社員の一人ひとりが、本憲章を遵守、実践することによ
り、広く社会に貢献し、また企業として持続的な発展を目指していきます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、企業行動憲章においてサステナビリティを巡る課題に関する行動の指針を示す
とともに、特に自然環境に関しては、環境理念と環境方針を策定して取組みを進めていま
す。

詳細については、下記のJPXウェブサイトをご参照ください。

【環境に関する情報（TCFD開示／移行計画）】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/jpx-esg/environment/index.html

その他

当社は、柔軟な働き方の実現や、業務効率化・生産性向上に資するための様々な取組み
を行っています。

また、様々な時間的制約を抱える社員や女性社員がより一層活躍できるよう各種施策を
実施するなど、様々な取組みを推進しています。

これらの詳細については下記のJPXウェブサイトをご参照ください。

【全ての社員の活躍に向けて】

　https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/jpx-esg/employee/index.html

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。

１．当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査委員会の職務を補助する社員に関する事項を定めるために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会の職務を補助する社員に関する
規則」を制定し、適切に運用することとする。

（１）監査委員会室に所属する社員は、監査委員会の職務を補助するものとし、監査委員会の指揮命令に服する。

（２）監査委員会室に所属する社員は、室長１名を含む４名以上とする。

２．当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会室に所属する社員の独立性を確保するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会の職務を補助する社員に関する規則」
を制定し、適切に運用することとする。

（１）監査委員会室に所属する社員の採用、異動、人事考課、給与及び懲戒については、あらかじめ、監査委員会（監査委員会が特定の監査委員
を指名した場合には、当該監査委員）の同意を得るものとする。

（２）執行役及び社員は、監査委員会室に所属する社員の業務遂行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することのないよう留
意するものとする。

３．当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

監査委員会の監査委員会室に所属する社員に対する指示の実効性を確保するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会の職務を
補助する社員に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。

（１）監査委員会室に所属する社員は、監査委員会の職務を補助するものとし、監査委員会の指揮命令に服する。

（２）監査委員会室長は監査委員会の職務を補佐し、監査委員会監査の円滑な遂行のために監査委員会室に所属する他の社員を指揮して所管
業務を統括する。

４．次に掲げる体制その他の当社の監査委員会への報告に関する体制

（１）当社の取締役（監査委員である取締役を除く。以下この（１）において同じ。）、執行役及び使用人が当社の監査委員会に報告をするための体
制その他の監査委員会への報告に関する体制

監査委員会に対する報告体制を整備するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会への報告等に関する規則」を制定し、適切に運
用することとする。

ａ．取締役、執行役及び社員は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員からその職務の執行に関する事項について報告を求められた
ときは、速やかに適切な報告を行うものとする。

ｂ．執行役及び社員は、当社、当社の子会社又は関連会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、そ
の内容について直ちに監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告しなければならない。

（２）　当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者（以下この（２）に
おいて「子会社取締役等」という。）が当社の監査委員会に報告をするための体制

監査委員会に対する報告体制を整備するために、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会への報告等に関する規則」を制定し、適切に運
用することとする。

ａ．子会社取締役等又は当社の執行役及び社員は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員から子会社に関する事項について報告を求
められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。

ｂ．子会社取締役等又は当社の執行役及び社員は、子会社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、
その内容について直ちに監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告しなければならない。

５．前４．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備するために、社内規則として、次の



内容を含む「監査委員会への報告等に関する規則」を制定し、適切に運用することとする。

（１）監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告した者は、当社並びに執行役及び社員等から、当該報告をしたことを理由としたいか
なる不利益も受けないものとする。

（２）当社並びに執行役及び社員等は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由とした
いかなる不利益も加えてはならない。

６．当社の監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関して、社内規則として、次の内容を含む「監査委員会への報告等に
関する規則」を制定し、適切に運用することとする。

（１）執行役及び社員は、監査委員又は監査委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又
は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査委員又は監査委員会の職務の執行に必
要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。

（２）前号の規定は、着手金等の前払い、及び事後的に発生した費用等の償還その他の監査委員会の職務の執行に係る費用についても同様とす
る。

７．その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査委員会による監査の実効性を確保するために、社内規則として、次の事項を含む「監査委員会への報告等に関する規則」を制定し、適切に
運用することとする。

（１）代表執行役は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員と定期的に会合を持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、当社を取り巻く
重大なリスク、監査委員会監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

（２）執行役及び社員は、監査委員会が指名した監査委員が、執行役会その他の重要な会議に出席して意見を述べ、又は説明を求めた場合に
は、誠実かつ適切に対応するものとする。

８．当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）社内規則において定められた職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
る。

（２）コンプライアンス・プログラムを導入し、次の施策を実施する。

ａ．役員及び社員が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観を示した「企業行動憲章」や役員及び社員の具体的な行動規範を示した「行動
規範」をはじめ、コンプライアンスに関連した社内規則（情報管理に係るものを含む。）の制定及び遵守

ｂ．コンプライアンスに係る社内体制として、コンプライアンス責任者（代表執行役グループCEO）、コンプライアンス担当役員（総務担当執行役）及
びコンプライアンス関連業務事務局（総務部内）を設置

ｃ．公益通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し運用

ｄ．継続的な周知・教育活動として、コンプライアンス担当者との連絡会議の開催やイントラネットを利用したコンプライアンス関連の情報配信、ｅ－
ラーニングによる研修の実施

（３）反社会的勢力の排除に向けて、「企業行動憲章」に基づき、次のとおり毅然たる対応を行う。

ａ．市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、一切の関係遮断に努める。

ｂ．反社会的勢力による市場への介入を防止し、健全で公正な市場の構築に努める。

（４）代表執行役グループCEO及びCOO直轄の内部監査室を設置して内部監査を実施する。

９．当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

社内規則において明確化された情報セキュリティ対策基準において、執行役会議事録をはじめとした執行役の職務の執行に係る文書の保管等の
取扱いについて規定し、適切に運用する。

１０．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

社内規則において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、取締役、執行役及び社員それぞれが自己の職務分掌及
び権限に応じ、責任を持ってリスク管理を行うとの認識の下で業務を行うことを基本とする。

当社及びその子会社からなる企業集団（以下「日本取引所グループ各社」という。）のリスクに関して、未然防止の観点からリスク事象の認識と適
切な対応策の整備、運用を行うとともに、定期的にその状況が報告される体制を整備するため、次のとおり社外取締役を委員長とするリスクポリ
シー委員会及び代表執行役グループCEOを委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理方針」を制定し、適切に運用すること
とする。

（１）リスクポリシー委員会は、「リスク管理方針」に定める包括的リスク管理フレームワークに基づく日本取引所グループ各社における重要リスク
管理に係る諸事項を協議し、取締役会に提言及び報告を行うものとする。

（２）リスク管理委員会は、日本取引所グループ各社における日々のリスク管理状況及びリスクが顕在化した場合又はそのおそれが生じた場合の
状況の総括的な把握、事態の早期解決のための対応等を協議し、取締役会に報告を行うものとする。

特に、市場利用者が安心して取引できる機会を安定的に提供することが市場開設者としての日本取引所グループ各社の責務の根幹であることを
強く認識し、システムの安定的稼動に係るリスクについては、その開発及び運用体制において、開発手法の標準化や十分な稼動確認テストの実
施、詳細な運用マニュアルの整備とその遵守、更には開発及び運用業務に係る品質管理の徹底など、必要十分な対応を図る。

そのうえで、万一の天災地変やテロ行為等により市場開設に係る業務の継続が困難となる状況については、「事業継続基本計画書」を策定し、関
係者に対する影響を最小化し、一刻も早い業務の再開を行うために必要な体制、手順等をあらかじめ定めておくことにより、適切な対応を図る。

また、市場開設者である日本取引所グループ各社にとっての自主規制機能の重要性及び社会一般からの日本取引所グループ各社の自主規制
機能に対する期待の大きさに鑑み、自主規制機能の適切な発揮に係るリスク（自主規制業務の遂行が不適切であった場合のレピュテーションリス
クをはじめとした各種リスクをいう。）については、自主規制業務の独立性確保のための組織上の措置をはじめ、公正性確保のための施策を講じ
るとともに、積極的に経営資源を投入のうえ、詳細な業務マニュアルの整備とその遵守、教育研修の充実等による自主規制業務の質的向上を追
求することにより、万全の対応を図る。

１１．当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

社内規則において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制による業務の専門化・高度化を図る。また、そう



した体制の中で、重要度に応じて職務権限を委任できることとし意思決定手続きの機動性向上を図る。

経営層からのトップダウンと事業部門等からのボトムアップを適切に組み合わせながら中期経営計画及び年度予算を策定するとともに、適切な進
捗管理等を実施することを通じて職務執行の効率化を図る。

１２．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社の子会社の取締役、執行役その他これらの者に相当する者（以下「子会社の取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当社への報
告に関する体制

子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「関係会社管理規則」に基づく各種報告を求める。

（２）当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「関係会社管理規則」に基づきリスク管理状況に係る報告を求めるとともに必要に応じ
て助言等を行う。

（３）当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

子会社に対し、経営管理契約又は「関係会社管理規則」に基づき、各社の位置付けや規模に応じた適切な子会社管理及び支援等を行うことによ
り、日本取引所グループ各社における職務執行の効率化を図る。

（４）当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

子会社に対し、継続的な周知・教育活動として、日本取引所グループ各社のコンプライアンス担当者との連絡会議の開催やコンプライアンス関連
の情報配信を行う。

子会社に対し、経営管理契約に基づく経営管理を行い又は「関係会社管理規則」に基づき公益通報制度としてコンプライアンス・ホットラインの整
備を求めるとともに必要に応じて助言等を行う。

子会社に対し、経営管理契約又は「関係会社管理規則」に基づき、当社の内部監査室が内部監査を実施し又は子会社自らが内部監査を実施し
た内容につき報告を求めるとともに必要に応じて助言等を行う。

（５）その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

日本取引所グループ各社の役員及び社員が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観を示した「企業行動憲章」を制定する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）基本的な考え方

　＜日本取引所グループ　反社会的勢力の排除に係る基本方針＞

私たちは、日本取引所グループの企業行動憲章に基づき、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、一切の関
係遮断に努めるとともに、こうした勢力による市場への介入を防止し、健全で公正な市場の構築に努めるべく、下記の内容を基本方針とします。

　ａ　組織的に反社会的勢力の排除に努めます。

　b　反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断することとし、万が一、その関係が事後的に判明した場合には、直ちに契約解除等必要
な措置を講じます。

　c　平素から警察、弁護士及び反社会的勢力の排除活動に関する専門機関と連携し、反社会的勢力の排除に努めます。

　d　役員及び社員の安全を確保するために必要な対策を講じます。

（２）整備状況

当社は、上記の反社会的勢力の排除に係る基本方針を定めるとともに、企業行動憲章及び会社法上の内部統制システム構築の基本方針にも上
記の方針の一部を盛り込んでいます。

また、日頃より、反社会的勢力への対応についてマニュアル等の作成や、担当者に対する啓蒙活動、反社会的勢力に関する情報の収集・管理、
必要に応じた関係先等の調査を行うとともに、取引先に対しては、反社会的勢力とのつながりが明らかになった場合には取引関係を解消すること
などを定めた契約書の締結を求めるなど、当社の事業活動に対して反社会的勢力が侵入することのないよう、未然防止及び早期発見に努めてい
ます。

同時に、警察関連機関や弁護士等の外部の専門機関との連携強化も図り、万一の場合にも適切な対応が可能となるよう、体制の整備を図ってい
ます。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

2007年９月30日に施行された金融商品取引法において、金融商品取引所の自主規制機能を担う組織の独立性強化のための枠組みなどが整備
されたことを受け、株式会社東京証券取引所グループ（現・当社）は、同法の施行後、速やかに同法に基づき自主規制法人を設立いたしました。
自主規制法人については、同法において理事の過半数を独立性の高い外部理事とすること及び理事長について外部理事の中から選任すること
などが規定されており、当社の子会社である株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託してお
り、同法人が自主規制業務に関する事項の決定を行っています。



　また、商品市場については、自主規制業務の独立性確保の観点から、株式会社東京商品取引所の取締役会の諮問機関として自主規制委員会
を設置し、同委員会が自主規制業務に関する事項の審議を行うこととし、同委員会の職務を補助する自主規制を担当する部門を設置しています。

これらの対応を通じて、当社グループでは自主規制機能の独立性の強化に努めるとともに、企業体としての利害と市場の公正性との間の利益相
反問題の回避に万全を期しています。






